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お知らせ

現在の廃棄物減量等推進員の任期は、令和8年（2026年）4月30日をもって満了となります。
任期中、「ごみの減量・再資源化を推進する地域のリーダー」として行政と地域のパイプ役を担っていただき、
まことにありがとうございました。 今後とも廃棄物減量等推進員制度の趣旨をご理解いただき、ごみの減量・
再資源化にご協力くださいますようお願い申し上げます。

■ 廃棄物減量等推進員（次期）の推薦の手続き

① 令和８年３月13日に、自治会長さんへ次期推進員さんの推薦書類を送付します。

お送りした推薦書類及び環境政策課のホームページに掲載しているURLもしくは
二次元コードにアクセスし、入力してください。

【提出先】
①郵送の場合 〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市産業環境部環境政策課宛
②持参の場合 環境政策課窓口（市役所本館8階 ※本館北側エレベーターをご利用ください）

自治会長さん 現推進員さん

① 推薦書類の送付

②推薦書の提出

（推薦）

がんばります！

③腕章の引継ぎ

次期推進員さん

よろしく
お願いします！

② 自治会長さんは、次期推進員さんの推薦について書類を作成し、提出をお願いします。

③ 現推進員さんは「腕章」を次期推進員さんへ引継いでいただきますようお願いします。

現推進員の方へお願い

「次期推進員さんの推薦の手続き・交代の流れ」について、
現推進員さんからも自治会長さんへお声がけをお願いします。

方法① 電子で提出

方法② 紙で提出

腕章をお持ちでない自治会等で、
腕章が必要な場合はお申し出ください。
環境政策課窓口でお渡しします。



ご紹介

茨木市では、リユース事業者との連携協定を締結し、リユースの促進に取り組んでいます。
ごみとして出す前に、以下の利用もご検討ください。

072-634-0351 （環境事業課業務係）

【１】 申し込み

収集当日の午前9時までに「臨時ごみ」
と張り紙をして出してください。

【３】 支払い

臨時の収集を申し込む方法

072-634-1627（環境事業課施設係）

環境衛生センターへ直接持ち込む

一番長い部分のサイズを測り、その大きさで出す日をご判断ください。

10㎏につき240円
スプリング入りマットレス 1枚につき800円

【２】 持ち込み

計量所に戻り、手数料をお支払い
ください。

10㎏につき90円
スプリング入りマットレス 1枚につき500円

〉

前日までに、電話で申し込みをする。

【２】 ごみ出し

※家の中からの運び出しはできません!

（回収時の立ち会いは不要です。）

後日、納付書を郵送しますので、指定の
金融機関で納付してください。

前日までに、電話で申込みをする。【１】 申し込み

①環境衛生センター事務室（管理棟２階）
で受付する

【３】 支払い

〈搬入時間〉午後１時～午後４時
(土・日・祝・末年始を除く)

②計量所を通り、指定場所に廃棄する

① ごみとして出す前に リユース のご検討を！

② リユースが難しく、市の収集を希望する場合の出し方

【注意!!】 スプリング入りマットレスは通常の収集には出せません。

（自治会清掃等によるごみは無料）

処理
手数料

処理
手数料

（自治会清掃等によるごみは無料）

１
環境衛生センター：茨木市東野々宮町14番１号

〈受付時間〉午前8時45分～午後5時15分
(土・日・祝・年末年始を除く)

臨時ごみ

※資源物は収集できません。

「臨時ごみ（有料）」をご利用ください。
※自治会清掃等によるごみは無料です。

※１回の収集に出せるのは１家庭につき３点まで

※詳しくは各サイトにてご確認ください。

買取店に一括見積もり依頼ができるサービス。
大型品も出張引取の対象で、土日祝や最短当日
の引渡しも可能です。
資格を持った査定員が対応するため、個人同士
での取引がなく売却できます。

不要品を売りたい場合

通常収集

方法２

おいくら 検索 不要品を譲りたい場合

地域の掲示板を通じて不要品を譲り渡したり
受け取ったりできるサービス。
主に小物や家具・家電などを対象としており、
個人同士でやりとりできる点が特徴です。
処分費用をかけずに利用できる場合があります。

ジモティー
・ ・ ・ ・

検索・ ・ ・ ・

◆多量のごみ（【目安】大きなものを含めて５点以上）

◆スプリング入りマットレス
◆自治会清掃等によるごみ

〈受付時間〉午前8時45分～午後5時15分
(土・日・祝・年末年始を除く)

３０㎝未満 普通ごみ
３０㎝以上１ｍ未満 粗大ごみ【小型】
１ｍ以上 粗大ごみ【大型】 ※３辺のいずれかは１m未満であること


